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近時の医療判例（41）

　急性期病院に入院している患者に対する病室の明

渡しが認められた事例

＜東京地方裁判所令和元年10月31日判決＞

（医療判例解説106号34頁）

Ⅰ　事案の概要

１　原告は、Ｘ病院を運営する地方公共団体である。

２　被告は、昭和23年生まれの男性である。

　被告は、Ｘ病院において頸椎症性脊髄症と診断さ

れ、頸椎前方固定術を受けることになり、平成28年

３月17日までに原告との間で入院診療契約（以下「本

件入院診療契約」）を締結してＸ病院に入院し、同日、

頸椎前方固定術を受けた。同手術後、被告は病室に

帰室したものの、同日午後11時40分頃、痰貯留によ

り急変して呼吸停止となった。その後、蘇生処置に

よって自発呼吸が再開し、バイタルサインも安定し

たことから、翌18日、被告はICUに入室したが、そ

の後も意識レベルは改善せず、遷延性意識障害の状

態となった（以下「本件事故」）。

　被告は、同年４月１日頃、ICUから本件病室（個

室）に転棟し、同室での入院を継続している。

３　被告の妻及び子ら（以下「被告の家族」）は、

平成29年４月18日、原告に対し、書面によって、本

件事故に関する損害賠償金合計１億3,043万4,429円

の支払いを求めた。

４　前項の通知後、原告は、被告の家族に対し、平

成29年４月21日、原告の過失等を主張され、かつ、

高額の損害賠償請求を受けている状況を踏まえる

と、Ⅹ病院の医師らが被告に対して冷静かつ客観的

な診療を継続することは困難であるとして、被告の

転院を申し入れた。

　また、原告は、同年８月10日、被告の家族に対し、

高額の損害賠償請求を受けているなどの状況にあっ

て信頼関係がすでに崩れていることや、Ⅹ病院は急

性期病院であるところ、被告はすでに急性期の症状

を脱していることを理由として、再び被告の転院を

申し入れるとともに、転院先の医療機関を紹介する

ことを申し出た。

　なお、同年８月10日以降、被告に対して実施され

ている医療行為は、糖尿病に対するインスリンの投

与と血糖測定、喀痰吸引、胃瘻からの栄養剤の注

入、意識障害に対する２、３日に１回程度の脳血管

疾患等リハビリテーション、気管切開にともなう気

管チューブにつき２か月に３回程度の交換、造設さ

れた胃瘻につき５、６か月に１回程度の交換及び病

状観察のための検査・画像診断であった。

５　被告らが前項の申入れに応じないので、原告は、

被告に対して、所有権に基づく目的物返還請求とし

て、本件病室を明け渡して本件建物から退去するこ

とを求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請

求として、退院を請求した日の翌日である平成29年

８月11日から本件病室の明渡し済みまで１日あたり

5,400円（本件病室の１日あたり個室料と同額）の

割合による使用相当損害金の支払いを求めて訴訟を

提起した。

６　東京地方裁判所は、後記Ⅱのとおり判断し、原

告の請求（病室の明渡し、及び、被告が退去義務を

負う平成29年８月11日から明渡し済みまでの病室使

用料相当損害金の支払い）を認めた。

　なお、本判決に対しては、被告から控訴されたが、

控訴審で被告側が転院に応じ、和解で終了した（和

解の条件は不明である）。

Ⅱ　判旨

１　本件入院診療契約は、病院の入院患者用施設を

利用して，患者の病状が通院可能な程度にまで回復

するように治療に努めることを目的とした私法上の

契約であり、上記のとおり患者の病状が通院可能な

程度にまで回復した場合には目的の達成により終了

し、患者は病室から退去する義務を負うと解される

ところ、他方、目的を達成するために行われた治療

が功を奏さず、患者が上記の程度にまで回復するこ

とがなく、引き続き何らかの医療行為又は処置が必

要とされる状態に陥った場合、Ⅹ病院において患者

の病状の安定に努めるべく医療行為を施すべきこと

はもちろんであるが、急性期を脱してその病状が長

期にわたって安定し、回復期機能又は慢性期機能を

有する病院においても同様の医療行為を行うことが

できる状態になった後もなお急性期機能を有するⅩ

病院が永続的に患者の入院を引き受けて医療行為等

を行い続けることは、医療法６条の２第３項、30条

の13第１項等で病床の機能を分化させ、その機能に

応じ、患者にも適切な選択を求めた趣旨にも適合し

ないし、そのように解すべき積極的な理由も直ちに

見当たらない。そうすると、上記のような場合に診

療契約が終了して患者が病室から退去する義務を負

うか否かは、患者の入院中に行われた医療行為の内

容、現在の患者の病状及びその安定性、今後患者に

必要とされる処置の内容、当該処置を実施すること
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ができる代替機関の有無等を総合的に考慮した上で

判断することが相当というべきである。

２　これを本件についてみると、被告は、頚椎症性脊

髄症に対する頚椎前方固定術を受けるために、原告と

の間において本件入院診療契約を締結して上記手術を

受けたところ、同手術後に低酸素脳症による遷延性意

識障害となって入院を継続する状態に陥ったものであ

るが、Ｘ病院の医師は、被告がそのような状態になっ

た後、気管切開による挿管や胃瘻造設等を行って自

発呼吸や経管栄養ルートを確保するとともに、現在

に至るまで被告の状態が悪化することのないように

医療的処置を施し続けており、今後、被告の病態か

らして意識が回復する見込みは低いといわざるを得

ないものの、遅くとも原告が被告に本件病室の明渡

しを求めた平成29年８月10日までには被告において

積極的な治療行為を要する状態にはなく、急性期を

脱して長期間安定した状態にあり、日常的に必要と

される処置は、糖尿病に対する血糖管理や痰吸引、

胃瘻からの栄養剤の投与というものであって、これ

らは必ずしもＸ病院でなくとも行うことが可能であ

るし、原告は、これらの処置を行うことのできる他

の転院先を紹介する旨申し出ているところである。

　そして、Ｘ病院の病床機能は、いずれも高度急性

期又は急性期とされており、病床の稼働率も高く、

常に満床に近い状況にあり、積極的な治療を要する

患者のために本件病室を使用することが望ましいと

いう事情もある。

　以上を総合的に考慮すれば、原告と被告との間に

おける本件入院診療契約は、遅くとも、被告の病状

が急性期を脱して長期にわたり安定的に推移する状

態となり、かつ、原告が被告に対して本件病室の明

渡しを求めるに至った平成29年８月10日までには終

了したと認めるべきであり、これによれば、被告は、

その翌日である同月11日以降、本件病室を明け渡し

て本件建物から退去する義務を負うに至ったという

べきである。

Ⅲ　解説

１　入院時の病室の使用関係は、法的には、入院を

伴う診療契約の締結により開始し、入院診療契約の

終了により、患者は速やかに病室を明け渡す義務を

負う、というものであると考えられます。

　入院診療の必要性がない（換言すれば、通院可能

な程度にまで治癒した）場合に入院診療契約が終了

する、ということは理解しやすいと思います（ただ

し、このような事案で明渡請求訴訟を提起すると、

入院診療の必要がないとの医療機関の判断の妥当性

が、ケースバイケースで判断されます）。

　他方、治療が功を奏さず患者が通院可能な程度にま

で回復しない場合には、入院診療の必要性がないと言

い切れないため、明渡請求の可否が問題となります。

　本件は、通院可能な程度にまで回復しなかった患

者（急性期は脱している）が、急性期機能を有する

病院に入院していた事案についての判決であり、明

渡請求の可否は、前記Ⅱの１項下線部の事情を総合

考慮して判断すべきとされました。

　Ｘ病院が急性期病院である点と、Ｘ病院が被告に

対し転院先を紹介する旨申し出ていることも重要な

ポイントです。

２　医療機関からの明渡請求に対しては、患者側か

ら、入院治療を求めているのにこれに応じないとし

て、応招義務（医師法19条１項）違反であるとの反

論が予想されます。

　この点、行政解釈としては、「医学的に入院の継

続が必要ない場合には、通院治療等で対応すれば足

りるため、退院させることは正当化される。医療機

関相互の機能分化・連携を踏まえ、地域全体で患者

ごとに適正な医療を提供する観点から、病状に応じ

て大学病院等の高度な医療機関から地域の医療機関

を紹介、転院を依頼・実施すること等も原則として

正当化される」とされています（医政発1225第４号

令和元年12月25日厚生労働省医政局長「応招義務を

はじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の

在り方等について」）。

　応招義務違反かどうかと明渡請求が認められるか

どうかは、直結するものではありませんが、医療機

関の機能を考慮して患者に見合った診療を行うべ

き、との考えは、本判決と行政解釈とで共通してい

るものとみることができます。

３　また、患者側からは、入院が必要となったのは

医療過誤が原因であるとして、明渡しの交渉時、ま

たは、裁判時に、損害賠償請求がなされることも予

想されます。

　本件では、損害賠償請求訴訟が提起されていたか

どうか明白ではありません（判決文からは、少なく

とも、明渡請求と損害賠償請求とが同時に審理され

ていないことはわかります）が、他の裁判例をみる

と、明渡請求と損害賠償請求が同時に審理されてい

るものもありました。そうなると、明渡請求訴訟に

ついて医療機関が勝訴する見込みがあったとして

も、損害賠償請求の審理に時間を要するため、速や

かに判決を得られないことが予想されます。これは、

医療機関にとっては不都合です。

　患者側としては、入院診療が継続すれば、ずっと

診てもらえるとの期待を抱くとも考えられ、そうす

ると、任意の明渡交渉は難しくなります。

　医療機関としては、過誤がある場合も、過誤によ

らずに重篤な結果が生じた場合も、治癒の目処が立

たないうちに退院・転院の話をすることがはばから

れるなどの考慮があると存じますが、患者側に入院

診療継続に対する過度の期待を持たれないよう対応

することが肝要であると考えます。


